
（平成21年10月1日一部改正）

業　種

等　級

基準点 1，１０１以上 1，１０１以上 1，1０１以上 １，２０１以上

基準額 ６，０００万円以上 ６，０００万円以上 ６，０００万円以上 ６，０００万円以上

B
基準点 ８０１以上1，１００以下 ８０１以上1，１００以下 ７５１以上1，１００以下 ９０１以上1，２００以下

基準額 1億円未満 1億円未満 1億円未満 1億円未満

C
基準点 ６５１以上８００以下 ６０１以上８００以下 ６０１以上７５０以下 ７０１以上９００以下

基準額 ３，０００万円未満 ３，０００万円未満 ３，０００万円未満 ３，０００万円未満

D
基準点 ６５０以下 ６００以下 ６００以下 ７００以下

基準額 １，０００万円未満 １，０００万円未満 １，０００万円未満 １，０００万円未満

　　等級別格付基準点数及び発注基準額

A

備考 ： 等級は、建設業法第27条の29の規定による総合評定値を基に市長が別に定めたものです。

　　　　　基準点は、総合評定値の値です。

土木工事 建築工事 管工事 電気工事


